
 

 

 

 

 

 

 

令和８年３月定例月議会 

令和８年３月１９日 

産業建設常任委員会 

資 料 
 

 

関連議案 案件名 所管局・課 ページ 

議案第３７号 
史跡下坂氏館跡の管理及び公開に関する条例の

一部改正について 
文化観光課 ２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

産業観光部 

-1-



所管委員会 産業建設常任委員会 

関係案件 議案第 37 号 

所管課 文化観光課 

 

 

史跡下坂氏館跡の管理及び公開に関する条例の一部改正について 

 

 

1 改正の趣旨・理由 

史跡下坂氏館跡は、江戸時代の建築ながら戦国時代の屋敷構えをうかがい知ることが

できる貴重な国指定史跡です。本史跡の管理は、地元有志による「下坂氏館跡を守る会」

に委託していますが、今後の持続的な運営と史跡としての効果的な利活用を目的に休館

日及び観覧時間を見直します。 

全国でも貴重な平地城館である本史跡の文化財としての価値を広く周知しつつ、観光

協会、地域づくり協議会等関係機関と連携を図りながら、映画のロケ地や茶道等の伝統

文化体験の場または地域交流の場としての利活用を積極的に検討していきます。 

なお、来訪者が休館日に観覧を希望される場合は、個別予約により対応することとし

ます。  

 

２ 改正内容  
改正前 改正後 

休館日 ・月曜日～金曜日（休日を除く） 

・12 月 1 日～翌年 2 月末日  

・月曜日～土曜日 

・12 月第 3 日曜日～翌年 3 月第 2

日曜日 

観覧時間 午前 9 時～午後 4 時 

※入館は午後 3 時 30 分まで 

午前 9 時～午後 5 時 

（4 月～10 月） 

午前 10 時～午後 4 時 

（11 月～翌年 3 月） 

※入館は、観覧時間終了時刻の 30

分前まで 

 

３ 施行期日及びスケジュール 

令和 8 年 3 月    条例改正案の上程、公布 

令和 8 年 3 月～6 月 一般周知 

   令和 8 年 7 月 1 日  施行 

 

４ 新旧対照表 

   別添のとおり 
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史跡下坂氏館跡の管理及び公開に関する条例の一部改正 

新旧対照表 

新 旧 

○史跡下坂氏館跡の管理及び公開に関する条例 ○史跡下坂氏館跡の管理及び公開に関する条例 

令和3年3月25日条例第4号 令和3年3月25日条例第4号 

別表第1（第5条関係） 別表第１（第5条関係） 

休館

日 

(１) 月曜日から土曜日まで。 

(２) 12月第3日曜日から翌年3月第2日曜日まで 
 

休館

日 

(１) 月曜日から金曜日まで。ただし、その日が

国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）

に規定する休日に当たるときは除く。 

(２) 12月1日から翌年2月末日まで 
 

別表第2（第6条関係） 別表第２（第6条関係） 

観覧

時間 

午前9時から午後5時まで。ただし、11月1日から

翌年3月31日までは午前10時から午後4時までと

する。 

備考 入館は、観覧時間終了時刻の30分前までとする。 

観覧

時間 

午前9時から午後4時まで。ただし、入場すること

ができる時間は、午後3時30分まで 
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